
林道除草単価契約（秋田・大仙地区林道維持修繕）

単位：km

森林
事務所

予定路線
軽トラ搭載型
除草機

除草（人力
・刈幅2.0m）

作業外移動運転
（軽トラック）

作業外移動運転
（ライトバン） 備　　考

白山林道 3.0 12.3

新城林道（白山側） 3.0

秋田小又林道 8.0 4.1

雨垂沢林道 2.0

大作沢林道 2.0 20.2

中ノ沢林道 4.5 1.2

中ノ沢林道中ノ沢支線 0.5

油沢林道 1.9

砥沢林道 4.0

大荒沢 4.1 22.2

岱 金倉沢林道 1.3 4.4

鵜養 鵜養林道 0.5 0.5 7.1 7.1

荒川林道 9.2 12.5

大鍋倉沢林道 1.0

芦倉沢 1.1

牛沢又沢 2.5 4.9

牛沢又沢林道日影沢支線 2.3

赤太郎沢林道 0.7

奥山林道 5.2 5.3

北の又林道 2.9 2.9 4.9 4.9

中川林道 3.5 1.5 45.6 45.6

小黒川林道 8.7 8.7 4.4 4.4

ケドノ沢林道 3.4 3.4

八森沢林道 1.0 0.6

ハナコスリ沢林道 0.9 0.9

遅沢林道 1.5 1.5 9.5 9.5

庄内沢林道 1.9 1.9 3.6 3.6

岩の目林道 0.9 0.9 0.9 0.9

人勢沢林道 0.7 0.7 1.9 1.9

荒木又沢林道 2.6 0.0 2.5 2.5

岩城沢林道 2.6 2.6

朝日又林道 1.4 1.4 1.5 1.5

美山湖林道 0.0 3.2 19.8 19.8

計 88.8 30.7 188.8 101.7
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内訳明細書

※作業外移動運転の起算点は最寄りの市町村役場（支所・出張所を含む）とし、作業外移動運転の最終
　点の場所は最寄りの市町村役場（支署・出張所を含む）とする。
※上記予定路線及び延長については、公告時点の予定であるため、契約後、現地の状況の変化により
　契約金額を超えない範囲で変更することがある。
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林道除草単価契約（仙北地区林道維持修繕）

単位：km

森林
事務所

予定路線
軽トラ搭載型
除草機

除草（人力
・刈幅2.0m）

作業外移動運転
（軽トラック）

作業外移動運転
（ライトバン） 備　　考

神代林道長台支線 2.4 9.3

大蔵沢林道 2.0

大蔵沢林道白沢支線 1.6

院内林道 0.9

東田林道 2.6 9.0

外日三市林道 2.1 15.5

山谷山林道 4.2 2.7 7.6 7.6

大羅迦内林道 4.3 0.6 5.0 5.0

大ラカナイ 1.2 1.2

大石林道 3.4 2.2 9.9 9.9

田の沢林道 2.0 4.2

上田の沢林道 0.4

下辺名垂沢林道 0.6 2.4 2.4

上辺名垂沢林道 2.2 2.6

桂小屋沢 0.4

小白川林道 3.9 13.6

入角林道 7.6 8.6

大相沢林道 10.2 7.4

小玉沢林道 1.4 11.2

夏瀬林道 2.4

柴倉林道 8.7 10.7

大矢木沢林道 2.1 13.1

西の又林道 2.1 4.0 4.0

小相沢林道 2.8 1.2

菅谷林道 1.0 1.2 1.2

新瀬沢林道 3.1 5.5

駒木沢林道 1.4 5.4

小波内林道 5.6 0.7

タダノ沢林道 1.2

舗前沢 1.3 2.1

土倉沢 1.7 13.6

浦子内林道 2.5 0.8

比内沢林道 2.7

金内沢林道 0.9 0.5 4.7 4.7

桧木内林道大寄沢又支線 3.0 5.2

長沢林道 3.3 12.5

刑部沢林道 4.4 6.1

向生保内林道 2.8 3.0

向生保内林道部名垂沢支線 1.4 7.1

馬方林道 8.2 4.5

先達林道 1.9

鶴の湯林道 1.3 18.6

大沢林道 1.2 16.0

田沢沢 5.4

尻高沢林道 5.9 14.6

小和瀬林道岩の目支線 1.1 21.4

小和瀬林道上小和瀬支線 4.0

小和瀬林道湯の又支線 6.0

中の又沢林道 2.5

宝仙台林道 4.7 27.0

金倉林道 4.6 18.0

戸瀬林道 3.0 3.6

黒石林道 11.6 6.2

ぶな沢林道 2.6

五十曲林道 1.9

冷水林道 3.0

柳沢林道 6.0 39.1

湯田川林道 1.9 6.5

赤倉沢林道 1.3 12.3

川口林道 4.5 10.4

蓬田沢林道 1.3 13.3

計 186.1 12.8 413.9 35.6

※作業外移動運転の起算点は最寄りの市町村役場（支所・出張所を含む）とし、作業外移動運転の最終点の場
　所は最寄りの市町村役場（支署・出張所を含む）とする。
※上記予定路線及び延長については、公告時点の予定であるため、契約後、現地の状況の変化により契約金
　額を超えない範囲で変更することがある。
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